
 

旧深谷通信所公共空地利用管理運営連絡会設置要綱 

 

制  定 平成27年４月20日 政基第36号 （局長決裁） 

最近改正 令和６年３月15日 政総第530号 （局長決裁） 

 

（目的） 

第１条 旧深谷通信所内の国有地の一部に、本来の事業が開始されるまでの間、暫定的に利

用する者により設置された施設について、適切に管理運営等を行うための協議をすること

を目的として、旧深谷通信所公共空地利用管理運営連絡会（以下「連絡会」とする。）を

設置する。 

 

（協議対象施設） 

第２条 協議対象となる施設は、旧深谷通信所内の国有地を現状のまま利用して、横浜市か

ら承認を受けて設置する野球場、ゲートボール場、グラウンドゴルフ場及び多目的広場（以

下「運動広場等」とする。）とする。 

 

（協議事項） 

第３条 連絡会は、次に掲げる事項について協議するものとする。 

（１） 運動広場等の管理運営及び利用に関する事項 

（２） 運動広場等利用に関し必要となる駐車場、共用空地及び共用備品等の管理運営に関

する事項 

（３） 運動広場等の付属施設、設置された設備及び備品の撤去に関する事項 

（４） 前３号に掲げるもののほか、連絡会が必要と認める事項 

２ 連絡会は、協議の結果等のうち、必要な事項を「旧深谷通信所野球場等管理運営要領」

及び「旧深谷通信所多目的広場管理運営要領」として定める。 

 

（構成委員） 

第４条 この連絡会は、次の各号に掲げる者全員を委員とし組織する。 

（１）横浜市に対して、別に定める「旧深谷通信所少年野球チーム募集要項」又は「旧深

谷通信所ゲートボール場及びグラウンドゴルフ場利用申込要項」に従い利用の申込み

をし、野球場、ゲートボール場、及びグラウンドゴルフ場（以下「野球場等」とする。）

の利用を認められた野球、ゲートボール及びグラウンドゴルフ各チームの代表者 

（２）スポーツを通じて、青少年の健全育成及び高齢者の健康増進に取り組んでおり、第

２条に掲げる施設を利用する非営利団体の代表者 

（３）横浜市都市整備局基地対策担当部長 

（４）その他横浜市都市整備局長が認めた者 

 

（任期） 

第５条 前条に規定する委員の任期は、利用を認められた日から横浜市が国と管理委託契約



を締結した期間の終期までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員が第４条の規定に該当しなくなった場合は、委員を退任

するものとする。 

 

（会長） 

第６条 連絡会に会長を置き、第４条第３号に掲げる者を会長とする。 

２ 会長は連絡会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長が会議に出席できないときは、都市整備局基地対策課職員の中から会長が予め指名

する者がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第７条 連絡会の会議は、会長が招集し、会長を議長とする。 

２ 連絡会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求めることができる。 

 

（事務局） 

第８条 連絡会の事務局は、都市整備局基地対策課に置く。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 

 

 

附 則  

第１条 この要綱は、平成27年４月20日から施行する。  

 

 

附 則  

第１条 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。  

 

 

附 則  

第１条 この要綱は、平成31年３月11日から施行する。  

 

 

附 則  

第１条 この要綱は、令和元年６月19日から施行する。  

 

 

附 則  

第１条 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。   



旧深谷通信所公共空地利用管理運営連絡会 会務運営規定 

 

（趣 旨） 

第１条 この規定は、旧深谷通信所公共空地利用管理運営連絡会設置要綱第９条の規定に基

づき、旧深谷通信所公共空地利用管理運営連絡会（以下「連絡会」という。）の適正・円

滑な会務運営を図ることを目的として定める。 

 

（幹事会の設置） 

第２条 会長は、連絡会内に幹事会を置くことができる。 

２ 幹事会は、連絡会において選任された幹事をもって構成する。 

 

（幹事） 

第３条 連絡会に会長のほか、次の幹事を置くことができる。 

(1) 幹事長 １名（１競技につき） 

(2) 幹事 若干名 

２ 幹事は、会長が推挙し、連絡会において選任する。 

３ 幹事の任期は、選任された日の次の３月 31 日までとする。 

 

（幹事会の協議事項） 

第４条 幹事会は、次の事項を協議、執行する。 

(1) 連絡会に付議すべき事項 

(2) 連絡会で決定した事項の執行に関する事項 

(3) その他連絡会の決定を要しない会務に関する事項 

 

附則 

第１条 この規則は平成 27 年６月 21 日から施行する。 

 

附則 

第１条 この規則は令和元年７月１日から施行する。 

  



【参考】連絡会構成図 
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